
茨城県土砂等による土地の埋立て等の
規制に関する条例の一部改正について

茨城県県民生活環境部廃棄物規制課
令和７年１月２８日（火）
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改正概要について
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改正概要について

● これまで、土砂による土地の埋立て等(5,000㎡以上)に関し
ては、県残土条例において規制

● 2023年５月に施行された「盛土規制法(2025年４月運
用開始)」と規制内容の一部重複する部分等を整理するととも
に、不法・危険な盛土等の発生を防止する新たな制度(登録
ストックヤード制度)創設等を踏まえ、県残土条例を改正してい
く。

施行日 令和７年４月１日予定（条例・規則とも）
※盛土規制法の区域指定（運用開始）と同日。
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盛土規制法等による規制

災害防止
（盛土や堆積の高さ、
法面の勾配）

盛土規制法で
新たに規制

生活環境の保全
（土砂の性質等(pHや
土壌環境基準等))

盛土規制法で
規制の対象外

〈
法
目
的
〉

残土条例(現行) 残土条例改正の方向性

（より罰則の強い盛土規制法に移行）

引き続き、
残土条例で規制

（１）盛土規制法と重複する規制等の整理
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生活環境の保全
（土砂の性質等(pHや
土壌環境基準等))

〈
罰
則
〉

（２）県の許可対象面積の引下げ（5,000㎡以上→3,000㎡超）

5,000㎡
以上

盛土規制法における
特定盛土等規制区域は、
3,000㎡超が許可対象

3,000㎡
超

盛土規制法の許可対象
面積に合わせ、県条例の
許可対象面積を引下げ

（例）3,000㎡以上を許可対象とする他府県
千葉県、栃木県、埼玉県、福島県 他16府県

〈
土
砂
等
の
利
用
〉

（盛土規制法）
・懲役3年以下
・罰金1,000万円以下(法人重課3億円以下)

（残土条例）
・懲役2年以下
・罰金100万円以下

（残土条例）
・懲役2年以下
・罰金100万円以下
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ストックヤードに堆積
された土砂等を規制
（搬入事業者毎の
区分管理等）

〈
土
砂
等
の
利
用
〉

ストックヤード事業者の登録ストッ
クヤードに堆積された土砂等の規
制の一部緩和

〈
適
用
範
囲
〉

県内一律

ストックヤード事業者に、土砂
の発生から最終搬出先までを
一元的に管理することを義務
付けた制度（登録ストック
ヤード制度）の創設
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（３）登録ストックヤード制度創設を踏まえた所要の改正

（４）市町村の独自規制を可能とする規定の追加

残土条例(現行) 盛土規制法等による規制 残土条例改正の方向性

（例）千葉県、栃木県、埼玉県、群馬県、神奈川県
他14府県

※ これまでの法令では、土砂
の発生から最終搬出先まで
を管理する制度がなかった。

※ 登録ストックヤードは国が登録・管理

※ 登録ストックヤードには搬入事業者毎の区分
管理等の規制を適用しない。

※ 土砂の性質等(pHや土壌環境基準等)は引
き続き確認のうえ、許可。

市町村の申出により、地域の実情に
応じた独自規制を可能に
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